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第１章 総   則 

（名称） 

第１条 本連盟は諫早市ソフトテニス連盟（以下「本連盟」）という。 

（構成団体） 

第２条 本連盟は⾧崎県ソフトテニス連盟及び（財）諫早市体育協会の加盟団体となる。 

（事務所） 

第３条 本連盟の事務局は事務局⾧のもとにおく。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第４条 本連盟は諫早市におけるソフトテニス界を統括し、ソフトテニスの普及振興を図り、

併せて諫早市民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第５条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） ソフトテニス競技の普及発展に関すること 

（２） 加盟クラブの強化と相互の連絡融和に関すること 

（３） 競技会及び講習会ならびに研究会等の開催に関すること 

（４） 市代表選手の選抜及び推薦に関すること 

（５） その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること 

第３章 加盟団体 

（加盟団体） 

第６条 本連盟の加盟団体は諫早市内の本連盟の趣旨に賛同するソフトテニス団体で、次のと

おり。 

本連盟が承認したソフトテニスクラブ 

第７条 前条の団体のほか、評議員会の承認を得れば賛助加盟団体となることができる。賛助

団体は次のとおりとする。 

（１） ⾧崎県 OB ソフトテニスクラブ諌早支部 

（２） ⾧崎県 OG ソフトテニス連盟諌早支部 

第４章 会員の登録 

（登録） 

第８条 本連盟の加盟団体は、年度始めに自クラブに所属している会員を本連盟に登録しなけ

ればならない。 

第９条  前条の登録内容に変更あった場合は速やかに本連盟に報告するものとする。 

（登録料） 

第１０条 日本連盟に登録すれば本連盟に加盟する団体が主催する競技会、検定会及び研修会

に参加することができる。登録料は日本連盟登録制度で定められた金額とし、「別表

１」に定める。 



 

第５章 役員及び評議員等 

（役員の構成） 

第１１条 本連盟に次の役員を置くことができる。 

（１）会⾧       １名 

（２）副会⾧      １名 

（３）理事⾧      １名 

（４）副理事長     １名 

（５）事務局⾧     １名 

（６）理事       ５名 

（７）会計       １名 

（８）ＩＴ担当     １名 

（９）監査       ２名 

（役員の選任） 

第１２条 会⾧は理事会で推挙し、評議員会で承認する。 

第１３条 副会⾧は理事会で推挙し、評議員会で承認する。 

第１４条 理事⾧は理事の互選により、会⾧が委嘱し、評議員会で承認する。 

第１５条 副理事⾧は理事の互選により、会⾧が委嘱し、評議員会で承認する。 

第１６条 事務局⾧は理事の互選により、会⾧が委嘱し、評議員会で承認する。 

第１７条 理事は部会（シニア部会・一般部会・高校部会・中学部会・小学部会）の代表者（役

員）とし、部会の推薦により、評議員会で承認する。 

第１８条 会計・ＩＴ担当・監査は会⾧が推薦し、評議員会で承認する。 

第１９条 第１６条、第１７条以外で会⾧が必要と認めた者で評議員会の承認を得た者。 

（役員の職務） 

第２０条 本連盟の職務は次のとおりとする。 

（１） 会⾧は本連盟を代表し、会務を総理する 

（２） 副会⾧は会⾧を補佐し、会⾧事故ある時はその職務を代行する 

（３） 理事⾧は規約及び議決に基づき会務を処理する 

（４） 副理事⾧は理事⾧を補佐し、理事⾧事故ある時はその職務を代行する 

（５） 事務局⾧は，本連盟の事務を処理する 

（６） 理事は次の事項を掌理する 

① 大会の案内、組み合わせに関する事項 

② 大会の運営、記録の作成に関する事項 

③ 各部会の予算、決算に関する事項 

（７） ＩＴ担当は 

① 本連盟のホームページを担当する。 

② 日連登録事務を管理する。 

（８） 会計は本連盟の金銭を管理する 

（９） 監査は本会計を監査する 



（評議員） 

第２１条 本連盟に評議員をおく。 

第２２条 評議員は第６条に定める本連盟加盟団体の代表各１名とする。 

 

（役員の任務） 

第２３条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（１） 任期途中において交代した役員の任期は退任した役員の残任期間とする。 

（２） 役員の任期満了日までに次期役員が決定しない場合は、次期役員が決定する

までを任期とする。 

（３） 役員は役員就任時において、原則としてその年齢が７０歳未満であるものと

する。 

 

（名誉会⾧・顧問・参与） 

第２４条 本連盟に名誉会⾧、顧問、参与を若干名置くことができる。 

第２５条 名誉会⾧・顧問・参与は理事会の推挙により、評議員会の承認を得て会⾧が委嘱す

る。 

（１） 名誉会⾧、顧問、参与は重要な事項について、会⾧の諮問に応じ意見を述べ

ることができる。 

 

第６章 会   議 

（会議） 

第２６条 本連盟の会議は理事会及び評議員会とする。 

（理事会） 

第２７条 理事会は、会⾧、副会⾧、理事⾧、副理事⾧、事務局⾧、理事、会計、ＩＴ担当を

もって構成し、必要に応じて会⾧が召集する。 

第２８条 理事会は構成者の過半数の出席をもって成立する。 

（１） 理事会の議⾧は副会⾧があたる。 

（２） 理事が出席出来ない場合は、必ず代理を出席させる事。 

（３） 採決は出席した理事の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の

場合は議⾧がこれを決定する。 

第２９条 理事会で審議する事項は次の通りとする。 

（１） 第３３条に関する事項を審議し、評議員会に付託する 

（２） 事業の実施に関する事項 

（３） その他、本連盟の会務執行に関する事項 

（評議員会） 

第３０条 評議員会は会⾧が召集し、毎事業年度１回を２月に定例評議員会として開催する。 

（１） 会⾧は、必要あるときは臨時評議委員会を招集することができる。 

（２） 会⾧は、評議員の３分の１以上の連名をもって、評議員会の召集請求があ

ったときは、臨時評議委員会を招集しなければならない。 



第３１条 評議員会は評議員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

（１） 評議員会の議⾧には副会⾧が当たる。 

（２） クラブ代表代理を臨時評議員と見なし、各クラブから１名は必ず出席する

事。 

（３） 採決は、出席した評議員の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同

数の場合は、議⾧がこれを決定する。 

第３２条 評議員会で審議する事項は次の通りとする。 

（１） 事業報告及び事業計画に関する事項 

（２） 事業年度の予算・決算に関する事項 

（３） 役員の承認に関する事項 

（４） 本規約の改正に関する事項 

（５） 理事会から付託された事項 

（６） その他重要な事項 

（議事録） 

第３３条 会議の議事については議事録を作成し、これを保存する。 

 

第７章 専門委員会 

（委員会） 

第３４条 本連盟の会務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て委員会を設けることが

できる。 

（１） 県体推薦委員会は、会⾧を委員⾧とし、副会⾧、理事⾧、副理事⾧、事務

局⾧、一般部会部⾧及び会⾧が必要と認める者をもって構成し、別に定め

る大会要項と、その結果を基に、監督・選手の推薦を行う。 

（２） 定められた委員会の他、会⾧は必要理事を招集し、会議を開くことができ

る 

第８章 会   計 

（収入） 

第３５条 本連盟の経費は、次の収入金をもって支弁する。 

（１） 加盟クラブの会費 

（２） 会員の登録料 

（３） 大会参加料 

（４） 補助金 

（５） 寄付金 

（６） その他の収入 

（会費・登録料） 

第３６条 会費、登録料、参加料については「別表２」に定める。 

第３７条 会費、登録料は毎年４月末までに払い込むものとする。 



（１） 第１項の会費、登録費を期日までに完納しないときは、当該期日以降の競

技等には参加できないものとし、１年間滞納したときは会員資格を失うも

のとする。 

第３８条 既納の会費、登録料は如何なる事由があっても還付しない。 

第９章 事業年度及び会計年度 

（事業年度） 

第３９条 本連盟の事業年度は、毎年４月１日に始まり３月末日をもって終わる。 

（会計年度） 

第４０条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日に始まり１２月末日をもって終わる。 

（１） 会計年度終了から評議員会までの間における経費は、会⾧の責任において

暫定処理することができる。 

附    則 

本連盟規約は 昭和４６年８月８日より効力を生じる。 

本連盟規約は 昭和５４年２月１日より改正する。 

本連盟規約は 昭和５６年４月１日より改正する。 

本連盟規約は 昭和６０年２月１日より改正する。 

本連盟規約は 平成 ４年４月１日より改正する。 

本連盟規約は 平成１９年４月１日より改正する。 

本連盟規約は 平成２１年４月１日より改正する。 

本連盟規約は 平成２２年４月１日より改正する。 

        本連盟規約は 平成２３年４月１日より改正する 

         本連盟規約は 平成２５年 4 月 1 日より改正する 

         本連盟規約は 令和３年３月 1 日より改正する 

諫早市ソフトテニス連盟規約「別表」 
 

 

 

 

 

 

 

 

「別表１」  日本ソフトテニス連盟登録料（第１０条） 

（１） 一般社会人等         １０００円 

（２） 高校生             ５００円 

（３） 中学生             ５００円 

（４） 小学生             ５００円 

 



「別表２」  会員の会費、大会参加費、県・市登録料（第３６条） 

（１） 会費                  ２０００円 

              

（２） 大会参加料 

① ヨネックス杯大会  大 人   ２０００円 

          高校生   ２０００円 

                       中学生   ２０００円 

                       小学生   ２０００円 

② ①以外の大会          １５００円 

※令和 3 年度より試行的に会員価格を設定する場合あり 

 

（３） 県登録料 

① 一般社会人等          １３００円 

② 高校生              ８００円 

③ 中学生              ８００円 

④ 小学生              ８００円 

（４） 市登録料 

①中学生               ２００円 

 

 

 


